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1月
（睦月） JANUARY
1日・元日　10日・成人の日

与党の国会議員数が、参議院で過半数を割
った状態。予算を除く法案の場合、衆議院で法
案が可決しても参議院で可決しなければ法律
は成立しません。ただし、参議院で否決後（参
議院で60日以内に議決しなかった場合は否決
したものとみなす）衆議院で３分の２以上で再
可決すれば成立する規定があります。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7〜12月分） 1月11日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例
に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

ねじれ国会

１ 月 の 税 務 と 労 務
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昨
年
七
月
、
遺
族
の
方
が
年
金
と

し
て
受
給
す
る
生
命
保
険
金
の
う
ち
、

相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
部
分

に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
課
税
対
象

に
な
ら
な
い
と
す
る
最
高
裁
判
所
の

判
決
が
あ
り
ま
し
た
。
判
決
に
伴
い

こ
の
よ
う
な
年
金
に
つ
い
て
は
税
務

上
の
取
扱
い
が
改
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
以
下
、
要
点
を
説
明
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
分
か

ら
平
成
二
十
一
年
分
ま
で
の
各
年
分

に
つ
い
て
所
得
税
が
納
め
す
ぎ
と
な

っ
て
い
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ

の
納
め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
所
得
税

が
還
付
と
な
り
ま
す
。

相
続
、
遺
贈
又
は
個
人
か
ら
の
贈

与
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契

約
等
に
基
づ
く
年
金
（
保
険
年
金
）

を
受
給
し
て
い
る
人
が
、
今
回
の
取

扱
い
の
変
更
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
実
際
に
相
続
税
や
贈
与
税

の
納
税
額
が
生
じ
な
か
っ
た
人
も
今

回
の
取
扱
い
の
変
更
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

受
給
す
る
保
険
年
金
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
取
扱
い
を
変
更
し
ま
す
。

①

変
更
前
…
各
年
の
保
険
年
金
の

所
得
金
額
（
年
金
収
入
額
　
支
払

保
険
料
）
の
全
額
に
所
得
税
を
課
税

②

変
更
後
…
各
年
の
保
険
年
金
を

所
得
税
の
課
税
部
分
と
非
課
税
部

分
に
振
り
分
け
、
課
税
部
分
の
所

得
金
額
（
課
税
部
分
の
年
金
収
入

額
　
課
税
部
分
の
支
払
保
険
料
）

に
の
み
所
得
税
を
課
税

取
扱
い
の
変
更
の
対
象
と
な
る
人

に
は
、
所
得
税
が
還
付
に
な
る
た
め

税
務
署
で
の
手
続
き
が
必
要
に
な
る

人
や
、
所
得
税
は
還
付
と
な
ら
な
い

が
、
住
民
税
や
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
が
減
額
と
な
る
た
め
市
区
町
村
で

の
手
続
き
が
必
要
に
な
る
人
等
が
い

ま
す
（
図
表
「
必
要
な
お
手
続
き
判

定
表
」
参
照
）。

所
得
税
の
還
付
の
手
続
き
と
そ
の

際
に
必
要
な
書
類
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

a

既
確
定
申
告
者→

更
正
の
請
求

①

保
険
年
金
の
受
給
期
間
や
受
給

総
額
な
ど
が
分
か
る
書
類
（
生
命

保
険
会
社
等
か
ら
保
険
年
金
に
関

す
る
通
知
を
受
け
た
人
は
、
そ
の

通
知
書
）

②

更
正
の
請
求
を
す
る
年
分
の
確

定
申
告
書
の
控

③

印
鑑
、
還
付
金
の
振
込
先
の
金

融
機
関
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号

が
分
か
る
も
の

s

未
申
告
者→

確
定
申
告
（
還
付

申
告
）

申
告
す
る
内
容
に
よ
っ
て
必
要
な

書
類
は
異
な
り
ま
す
が
、
一
般
的
に

は
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

①

保
険
年
金
の
受
給
期
間
や
受
給

総
額
な
ど
が
分
か
る
書
類
（
生
命

保
険
会
社
等
か
ら
保
険
年
金
に
関

す
る
通
知
を
受
け
た
人
は
、
そ
の

通
知
書
）

②

給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源

泉
徴
収
票
な
ど
（
他
の
所
得
に
関

す
る
書
類
）

③

社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、

地
震
（
損
害
）
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
各
種
控
除
に
関
す
る
書
類

④

印
鑑
、
還
付
金
の
振
込
先
の
金

融
機
関
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号

が
分
か
る
も
の
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概
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い
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更
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続
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4
所
得
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還
付
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手
続
き
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要
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者
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※

保
険
年
金
支
給
の
初
年
は
全
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非
課
税
で
、

二
年
目
以
降
、
非
課
税
部
分
が
徐
々
に
減
少

し
て
い
き
ま
す
。
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更
正
の
請
求
は
、
取
扱
い
の
変
更

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
二
カ
月
以

内
（
更
正
の
請
求
に
基
づ
き
減
額
更

正
で
き
る
期
間
は
、
原
則
と
し
て
申

告
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
五
年
間
で

す
。
こ
の
た
め
、
平
成
十
七
年
分
に

つ
い
て
平
成
十
八
年
一
月
一
日
に
確

定
申
告
し
た
方
は
平
成
二
十
二
年
十

二
月
末
で
期
限
切
れ
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）
に
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
確
定
申
告
（
還
付
申
告
）
は
、

申
告
す
る
年
分
の
翌
年
一
月
一
日
か

ら
五
年
を
経
過
す
る
日
（
平
成
十
七

年
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年

十
二
月
末
日
が
期
限
）
ま
で
に
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

平
成
十
二
年
分
か
ら
平
成
十
六
年

分
ま
で
の
各
年
分
の
所
得
税
の
還
付

に
つ
い
て
は
、
現
行
法
で
対
応
で
き

な
い
た
め
、
特
別
な
制
度
上
の
措
置

が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

3 1月号

所
得
税
の
還
付
の

手
続
き
の
期
限

6
そ
の
他

7



1月号 4

所
得
税
法
で
は
、
法
人
（
人
格
の

な
い
社
団
な
ど
を
含
む
）
に
対
し
て

報
酬
、
料
金
な
ど
を
支
払
う
際
の
源

泉
徴
収
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
場
合

を
除
き
、
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
法
人
に
対
し
て
報

酬
、
料
金
な
ど
を
支
払
う
場
合
は
、

源
泉
徴
収
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
り

ま
す
。

支
払
を
受
け
る
者
が
研
究
会
、
劇

団
等
の
団
体
な
ど
で
あ
っ
て
人
格
の

な
い
社
団
等
に
該
当
す
る
か
否
か
明

ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
よ
う
な
事
実
を
あ
げ

て
、
人
格
の
な
い
社
団
な
ど
で
あ
る

こ
と
を
立
証
し
た
場
合
に
は
、
源
泉

徴
収
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①

法
人
税
を
納
付
す
る
義
務
が
あ

る
こ
と
。

②

定
款
、
規
約
、
日
常
の
活
動
状

況
な
ど
か
ら
、
団
体
と
し
て
独
立

し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
。

セールスマンの引抜料、
損金処理

法人が、プロ野球選手などの職業運動
選手等との専属契約をするために支出す
る契約金などは、「自己が便益を受けるた
めの費用」に該当し、繰延資産として取
り扱われます。

しかし、セールスマンやホステスなど
に対する引抜料（仕度金や移転料などの
名目で支払われるものも含む）は、プロ
野球選手などの場合に比べてその専属契
約の拘束力が必ずしも十分ではなく、そ
の引抜料の支出の効果が長期にわたって
持続されるという保証もあいまいとなり
ます。

したがって、これらの引抜料は、繰延
資産として計上せずに、その支出をした
日の属する事業年度の損金の額に算入す
ることができます。

なお、その引抜料等の支払いの際には、
所得税の源泉徴収が必要となります。

新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。

菅内閣となって初めての通常国会では、参議院議員数の与野党逆転を受け、厳し

い国会運営を強いられることが予想されています。同じくねじれ国会となった一昨

年の麻生内閣当時の通常国会では、ガソリン税を巡る与野党対立から、例年、年度

内（３月末）に成立する税制改正法案の成立が遅れ、４月末に衆議院本会議で再可

決され成立したのは記憶に新しいところです。

昨年から始まった「子ども手当」の支給や高校の実質無償化に伴い、年少扶養控

除（０歳〜15歳）や特定扶養控除の一部（16歳〜18歳までの部分）が本年１月から

廃止されています。これにより、源泉徴収税額表においては、従来の扶養親族は

「控除対象扶養親族」に変更されています。

中小企業の退職金制度として、加入対象を経営者とする小規模企業共済制度と、

従業員とする中小企業退職金共済制度がありますが、事業主の親族については経営

者でも従業員でもないとして、いずれの制度にも加入できませんでした。しかし、

本年１月から一定要件を満たせばいずれかの制度に加入できることになりました。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

源
泉
徴
収
、
個
人
か
法
人
か
の
判
定


